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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
紛
争
時
に
お
け
る
在
外
邦
人
の
国
外
脱
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
紛
争
国
」
や
「
緊
急
事
態
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務

省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
三
年
一
月
十
七
日
の
多
国
籍
軍
に
よ
る
イ
ラ
ク
へ
の
武
力
行
使
に
端
を
発
す

る
い
わ
ゆ
る
湾
岸
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
点
で
は
、
在
イ
ラ
ク
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
在
イ
ラ
ク
大
使
館
」
と
い
う
。
）
館

員
、
報
道
関
係
者
等
を
除
き
、
退
避
の
意
思
を
有
す
る
邦
人
は
既
に
退
避
し
て
い
た
。

平
成
二
年
八
月
二
日
の
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
か
ら
い
わ
ゆ
る
湾
岸
戦
争
の
開
戦
に
至
る
ま
で
の
期
間
（
以
下

「
湾
岸
戦
争
開
戦
前
の
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
邦
人
が
商
用
航
空
便
等
で
独
自
に
退
避
し
た
例
も
あ
り
、
邦
人

の
退
避
の
事
例
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
同
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
我
が
国
又
は
他

国
の
支
援
に
よ
り
イ
ラ
ク
又
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
邦
人
が
退
避
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
退
避
し
た
日
、
退
避
手
段
、
退

避
人
数
及
び
退
避
ル
ー
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
年
九
月
一
日

イ
ラ
ク
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
六
十
九
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
に
退
避

同
月
八
日

米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
一
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
に
退
避

一



同
月
十
五
日

米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
二
十
名
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
イ
ラ
ク
を
経
由
し
英
国
に
退
避

同
年
十
月
十
一
日

米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
三
名
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
英
国
に
退
避

同
年
十
一
月
七
日

日
本
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
七
十
四
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
本
邦
に
退
避

同
年
十
二
月
八
日

日
本
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
四
十
一
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
に
退
避

同
月
十
一
日

日
本
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
百
五
十
五
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
タ
イ
に
退
避

同
月
十
三
日

米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
九
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
ド
イ
ツ
に
退
避

同
月
十
七
日

日
本
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
よ
り
三
十
五
名
が
イ
ラ
ク
か
ら
タ
イ
に
退
避

な
お
、
御
指
摘
の
「
民
間
人
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
退
避
し
た
邦
人
の
う
ち
、
「
民
間
人
」
の

人
数
及
び
割
合
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
紛
争
国
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
お

尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
湾
岸
戦
争
時
又
は
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
の
米
国
等
に
よ
る
イ
ラ
ク
へ
の
武
力
行
使
に
端
を
発
す
る
い

わ
ゆ
る
イ
ラ
ク
戦
争
時
に
、
米
軍
を
含
む
他
国
の
軍
隊
の
艦
船
、
飛
行
機
又
は
車
両
に
よ
る
邦
人
の
退
避
の
事
例
が
あ
っ
た

二



と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

一
の
�
及
び
�
並
び
に
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

湾
岸
戦
争
開
戦
前
の
期
間
に
お
い
て
、
在
イ
ラ
ク
大
使
館
及
び
在
ク
ウ
ェ
ー
ト
日
本
国
大
使
館
は
、
イ
ラ
ク
及
び
ク
ウ
ェ

ー
ト
に
お
け
る
邦
人
の
国
外
退
避
に
係
る
イ
ラ
ク
政
府
と
の
折
衝
、
イ
ラ
ク
に
お
い
て
人
質
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
邦
人
の
解

放
交
渉
及
び
当
該
邦
人
へ
の
書
簡
等
の
取
次
ぎ
、
チ
ャ
ー
タ
ー
機
等
の
邦
人
の
退
避
手
段
の
調
査
及
び
確
保
並
び
に
搭
乗
支

援
等
を
行
っ
た
。
ま
た
、
邦
人
の
退
避
先
の
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
当
該
邦
人
の
受
入
れ
を
行
っ
た
。

ま
た
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
邦
人
の
自
主
的
な
退
避
を
促
す
危
険
情
報
を
発
出
し
た
平
成
十
五
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
い
わ

ゆ
る
イ
ラ
ク
戦
争
の
開
戦
に
至
る
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
イ
ラ
ク
戦
争
開
戦
前
の
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
在
イ
ラ

ク
大
使
館
は
、
在
留
邦
人
に
対
し
て
逐
次
安
否
確
認
及
び
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
早
期
の
退
避
を
勧
奨
し
、
さ
ら
に

一
部
の
邦
人
を
在
イ
ラ
ク
大
使
館
館
員
と
共
に
陸
路
で
退
避
さ
せ
る
等
の
支
援
を
行
っ
た
。

政
府
と
し
て
は
、
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
、
最
大
限
可
能
な
対
応
に
努
め
た
と
認
識
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
経
験
も
踏
ま
え
、
在
外
邦
人
保
護
の
在
り
方
に
つ
き
不
断
に
検
討
を
行
い
つ
つ
、
在
外
邦
人
の
安
全
確

保
に
万
全
を
期
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三



二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
紛
争
国
」
や
「
緊
急
事
態
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務

省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
ラ
ク
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
点
で
は
、
報
道
関
係
者
等
を
除
き
、
退
避

の
意
思
を
有
す
る
邦
人
は
既
に
退
避
し
て
い
た
。

イ
ラ
ク
戦
争
開
戦
前
の
期
間
に
お
い
て
は
、
邦
人
が
商
用
航
空
便
等
で
独
自
に
退
避
し
た
例
も
あ
り
、
邦
人
の
退
避
の
事

例
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
同
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
我
が
国
又
は
他
国
の
支
援
に

よ
り
イ
ラ
ク
か
ら
邦
人
が
退
避
し
た
事
例
と
し
て
は
、
平
成
十
五
年
三
月
八
日
に
在
イ
ラ
ク
大
使
館
館
員
と
共
に
六
名
の
邦

人
が
陸
路
で
イ
ラ
ク
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
に
退
避
し
た
例
が
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
民
間
人
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
退
避
し
た
邦
人
の
う
ち
、
「
民
間
人
」
の

人
数
及
び
割
合
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
米
国
政
府
と
様
々
な
協
力
に
つ
い
て
幅
広
い
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
柄
の
性

質
上
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四


